
微小粒子状物質（PM2.5）の監視体制について 

 
１ PM2.5とは 
・  大気中に浮遊している粒子状物質（Particulate Matter：PM）のうち、粒径が 2.5μm
（1μm=1/1,000m）以下の小さな粒子のことで、平成 21 年 9 月に、これまで調査してきた浮遊粒
子状物質（SPM：粒径が10μm以下）に加えて環境基準が設定された。 

・  PM2.5 は非常に小さいため（髪の毛の太さの 1/30 程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系
への影響に加え、循環器系への影響が心配されている。 

 
図-1 PMの大きさ（人髪や海岸細砂との比較）概念図） 

２ PM2.5の発生源 
・  PM2.5 には、物の燃焼などによって直接排出されるもの（一次粒子）と、硫黄酸化物（SOx）、
窒素酸化物（NOx）、揮発性有機化合物（VOC）等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中で
の化学反応により粒子化したもの（二次粒子）とがある。 

・  発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場
等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、
火山等の自然起源のものもある。 

・  PM2.5 は通常でも国内の大気中に観測されるものであるが、国内において濃度が上昇する場合
には、大陸からの越境汚染と都市汚染の影響が複合している可能性が高いとされている。 

 
（出典：国立環境研究所資料）図-2 PM2.5の生成メカニズム 

（米国EPA資料から作成） 

海岸細砂 
（粒径約90μm） 
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３ PM2.5に係る注意喚起について 
国が示した「注意喚起のための暫定的な指針」を踏まえ、平成 25 年３月９日に PM2.5
の高濃度時における注意喚起情報の発令体制を整備した。 
（１）注意喚起情報の発令基準 
・ 県内を３区域（尾張、西三河、東三河）に分け、区域ごとに発令する。 
・ 区域ごとの午前５時から７時の１時間値の平均値が85μg/m3を超過したときに発令す
る。 
・ 日中の１時間値が85μg/m3を継続して超過すると予測されるときに発令する。 

PM2.5濃度 説   明 
35μg/m3 環境基準値（１日平均値） 
70μg/m3 注意喚起のための暫定的な指針値（１日平均値） 

85μg/m3 
注意喚起のための暫定的な指針値を超過するかを
予測するための判断値（１時間値） 

表-1 PM2.5の基準値等 

（２）注意喚起の内容 
・ 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控える。 
・ 窓を閉め、外気が屋内にできるだけ侵入しないようにする。 
・ 呼吸器系や循環器系に疾患のある人、小さな子供や高齢者は、体調に応じてより慎重
に行動する。など 

（３）注意喚起情報の伝達方法 
・ 速やかに記者発表を行うとともに、県のWebサイトに注意喚起情報を発令した旨を掲
載する。 
・ 関係機関、市町村等へ連絡し、県民への注意を促す。 
 
 
 

報道機関    市町村 

・テレビ、ラジオ等
で報道 

関係機関 ・防災無線、メール配
信サービス、広報車
等により周知 
・学校、保育園、幼稚
園等に連絡 

・教育委員会 
・警察本部 等 

  

県          民 

図-3 PM2.5に係る注意喚起情報の伝達経路 

 

県 
 

・Web サイトの緊
告欄に即時掲載 
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４ PM2.5自動測定機の整備について 
・ 環境省によると、例年、冬季から春季にかけてはPM2.5濃度の変動が大きく上昇する傾
向がみられるとのことである。 

・ このため、冬季には県民の関心が再度高まることが予想されることから、平成25年６月
補正予算において、PM2.5自動測定機を14台増設することとし、常時監視体制の充実を図
ることとした。 
ブロ 
ック 

管内市町村 観測 
局数 

PM2.5測定機 
既  設 6月補正 合計 

1 津島市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村、 
弥富市、愛西市 6局 １台［飛島村 （国設局）] １台[津島市] 2台 

2 一宮市、江南市、稲沢市 5局 １台[一宮市] １台[稲沢市] 2台 

3 春日井市、小牧市、岩倉市、豊山町、清須市、
北名古屋市、犬山市、大口町、扶桑町 8局 １台 [春日井市] １台[犬山市] 2台 

4 瀬戸市、尾張旭市 2局 １台[瀬戸市]  1台 

5 豊明市、日進市、東郷町、長久手市、みよし市 5局  ２台[東郷町] 
 [長久手市] 2台 

6 刈谷市、大府市、知立市、東浦町 4局  ２台[刈谷市] 
    [大府市] 2台 

7 東海市、知多市、阿久比町 4局 １台[東海市] １台[東海市] 2台 
8 常滑市、南知多町、美浜町 2局 １台[美浜町] １台[常滑市] 2台 
9 半田市、碧南市、高浜市、武豊町 5局 １台[半田市] １台[高浜市] 2台 
10 安城市、幸田町、西尾市 4局 １台[安城市] １台[西尾市] 2台 
11 豊川市、蒲郡市 4局 １台[豊川市] １台[蒲郡市] 2台 
12 田原市 2局  １台[田原市] 1台 
13 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 1局  １台[新城市] 1台 

県 整 備 計（国設含む） 52局 9台 14台 23台 
－ 名古屋市（国設含む）、豊橋市、岡崎市、豊田市 34局 21台 6台(H25当初) 27台 

県  内  計（国設含む） 86局 30台 20台 50台 
表-2 本県におけるPM2.5自動測定機整備状況 

 

凡例 

● 6月補正予算で整備
◎ 既設 
○ 国設 

 

図-4 本県におけるPM2.5自動測定機整備状況 

PM2.5自動測定機 
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